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議

会

 

昭
和
六
十
」
年
第
二
回
定
例
 

町
議
会
が
三
月
十
八
日
招
集
さ
 

れ
九
日
間
の
会
期
に
よ
り
諸
議
 

案
が
慎
重
審
議
さ
れ
、
次
の
と
 

お
り
そ
れ
ぞ
れ
可
決
を
み
て
閉
 

会
い
た
し
ま
し
た
。
 

＠
議
案
第
二
号
 
町
道
の
変
更
 

認
定
に
つ
い
て
 （

原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
三
号
 
町
道
路
線
の
 

認
定
に
つ
い
て
 （

原
案
可
決
〕
 

＠
議
案
第
五
号
 
金
田
町
同
和
 

地
区
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
 

例
に
つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
六
号
 
金
田
町
中
央
 

公
民
館
使
用
料
条
例
の
一
部
 

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
七
号
 
金
田
町
公
民
 

館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
 

条
例
に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）
 

＠
議
案
第
八
号
 
金
田
町
職
員
 

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
 

二
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
 

て
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
九
号
 
職
員
の
休
日
 

及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
 

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
 

い
て
（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
十
号
 
企
業
職
員
の
 

給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
 

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
 

る
こ
と
に
つ
い
て
 
（
原
案
可
 

た
 
よ
 
り
 

一 

議
 
会
 
事
 
務
 
局

l

 

決） 

⑥
議
案
第
十
一
号
 
金
田
町
特
 

別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
 

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
 

こ
と
に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）
 

＠
議
案
第
十
二
号
 
教
育
長
の
 

給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
 

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
 

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
 

い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

＠
議
案
第
十
三
号
 
金
田
町
議
 

会
議
員
及
び
書
記
給
与
条
例
 

の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
 

つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
十
四
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
財
政
再
建
計
画
 

の
変
更
に
つ
い
て
（
原
案
可
 

決） 

⑥
議
案
第
十
五
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
一
般
会
計
補
正
 

予
算
第
四
号
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

四
、
〇
七
二
、
七
七
六
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
十
六
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
同
和
地
区
住
宅
 

新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
 

会
計
補
正
予
算
第
三
号
に
つ
 

い
て
 

予
算
総
額
 

七
三
三
、
四
八
四
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
十
七
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
老
人
医
療
特
別
 

会
計
補
正
予
算
第
二
号
に
つ
 

い
て
 

予
算
総
額
 

三
七
四
、
九
八
二
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
十
八
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
国
民
健
康
保
険
 

特
別
会
計
補
正
予
算
第
三
号
 

に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

三
O
五
、
七
三
七
千
円
 

（
原
案
可
決
〕
 

⑥
議
案
第
十
九
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
簡
易
水
道
特
別
 

会
計
補
正
予
算
第
三
号
に
つ
 

い
て
 

予
算
総
額
 

五
六
、
六
〇
〇
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
十
号
 
昭
和
六
十
 

年
度
金
田
町
水
道
事
業
会
計
 

補
正
予
算
第
三
号
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

一
九
七
、
一
三
一
千
円
 

へ
原
案
可
決
）
 

＠
議
案
第
二
十
一
号
 
昭
和
六
 

十
一
年
度
金
田
町
財
政
再
建
 

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
十
二
号
 
昭
和
六
 

十
一
年
度
金
田
町
一
般
会
計
 

予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

五
、
一
一
「
一
、
二
九
八
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

＠
議
案
第
二
十
三
号
 
昭
和
六
 

十
一
年
度
金
田
町
同
和
地
区
 

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
 

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

八
五
一
、
五
五
〇
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
＋
四
号
 
昭
和
六
 

＋
一
年
度
金
田
町
老
人
医
療
 

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

三
八
九
、
六
三
五
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
ニ
十
五
号
 
昭
和
六
 

十
一
年
度
金
田
町
国
民
健
康
 

保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

三
一
一
二
七
五
四
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
＋
上
ハ
号
 
昭
和
六
 

十
一
年
度
金
田
町
簡
易
水
道
 

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

三
九
五
、
五
五
八
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
ニ
十
七
号
 
昭
和
六
 

＋
一
年
度
金
田
町
水
道
事
業
 

会
計
予
算
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

一
一
二
三
〇
七
六
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

⑥
議
案
第
二
十
八
号
 
昭
和
六
 

十
年
度
金
田
町
】
般
会
計
補
 

正
予
算
第
五
号
に
つ
い
て
 

予
算
総
額
 

四
、
〇
七
二
、
七
七
六
千
円
 

（
原
案
可
決
）
 

●
請
願
書
、
陳
情
書
の
審
査
 

0
国
立
療
養
所
「
田
川
新
生
病
 

院
」
の
存
続
、
充
実
強
化
に
 

関
す
る
陳
情
書
 

（採 

択） 

田
金
田
町
立
金
田
中
学
校
の
教
 

育
環
境
整
備
に
関
す
る
請
願
 

（採 

択） 

田
鉱
害
復
旧
促
進
に
関
す
る
陳
 

情
書
 

（採 

択） 

●
意
見
書
、
決
議
の
審
査
 

0
国
立
療
養
所
「
田
川
新
生
病
 

院
」
存
続
、
充
実
強
化
に
関
 

す
る
意
見
書
 

（可 

決） 

●
鉱
害
復
旧
の
促
進
に
関
す
る
 

要
望
決
議
 

（可 

決） 

ク
そ
の
一
声
が
 

非
行
の
芽
を
つ
む
一
声
だ
ク
 

金

田

町

青

少

年

育

成

 

町

民

会

議

結

成

さ

れ

る

 

去
る
一
月
二
十
一
日
（
火
）
 

金
田
町
総
合
会
館
に
お
い
て
金
 

田
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議
の
 

結
成
準
備
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
 

た。 
こ
の
会
議
は
福
岡
県
青
少
年
 

育
成
県
民
会
議
よ
り
青
少
年
対
 

策
の
一
環
と
し
て
、
青
少
年
を
 

非
行
か
ら
守
る
こ
と
を
目
的
と
 

し
、
住
民
に
よ
る
自
主
的
な
実
 

践
活
動
を
行
う
組
織
を
結
成
す
 

る
よ
う
指
導
が
有
り
、
当
町
に
 

於
て
も
社
会
教
育
委
員
会
に
諮
 

間
し
た
と
こ
ろ
、
青
少
年
の
非
 

行
防
止
は
町
民
総
ぐ
る
み
で
取
 

り
組
ま
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
 

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
会
議
を
 

結
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
 

り
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
町
内
各
団
体
代
表
者
 

に
よ
り
規
則
や
運
動
方
針
を
審
 

議
し
て
い
た
だ
き
こ
の
会
議
が
 

発
足
致
し
ま
し
た
。
青
少
年
を
 

と
り
ま
く
全
て
の
関
係
機
関
の
 

人
達
で
組
織
し
て
い
ま
す
。
 

青
少
年
の
非
行
問
題
が
新
聞
 

テ
レ
ビ
等
で
報
道
さ
れ
て
い
る
 

様
に
大
き
な
社
会
問
題
と
な
つ
 

て
い
る
今
日
、
こ
の
会
議
の
重
 

要
性
を
ご
理
解
い
た
だ
き
青
少
 

年
の
健
全
育
成
の
為
ご
協
力
を
 

お
願
い
致
し
ま
す
。
 

尚
町
民
会
議
の
役
員
に
つ
い
 

て
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

A
本
 

長
 

副
会
長
 

副
会
長
 

副
会
長
 

大
島
陸
雄
 

（
町
長
）
 

竹
宗
 
学
 

（
青
少
協
副
会
長
〕
 

大
態
康
郷
 

（
社
教
委
会
長
）
 

犬
養
光
博
 

（
金
中
P
T
A
会
長
）
 

町
民
会
議
事
務
局
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田
 

金
 

報
 

町
 

田
 

金
 

国
 
民
 一

 

年
 
金
 

住
民
課
国
民
年
金
係
 

今
月
よ
リ
新
年
金
 

制
度
ス
タ
ー
ト
 

新
年
金
制
度
で
は
、
国
民
年
 

金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
人
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
厚
 

生
年
金
保
険
（
現
行
の
船
員
保
 

険
を
含
む
）
の
被
保
険
者
と
共
 

済
組
合
の
組
合
員
、
及
び
そ
の
 

配
偶
者
で
あ
つ
て
 20 

歳
以
上
 60 

歳
未
満
の
人
も
国
民
年
金
に
必
 

ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

た。 

国
民
年
金
の
 

被
保
険
者
は
3
種
類
 

自
営
業
者
、
農
林
漁
業
従
事
 

者
、
及
び
そ
の
奥
さ
ん
（
配
偶
 

者
）
で
会
社
勤
め
を
し
て
い
な
 

い
人
が
第
1

号
被
保
険
者
で
す
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
本
人
、
つ
ま
 

り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
 

、
共
済
組
合
の
組
合
員
は
、
第
 

2
号
被
保
険
者
で
す
。
 

第
2
号
被
保
険
者
の
被
扶
養
 

配
偶
者
が
第
3
号
被
保
険
者
と
 

な
り
ま
す
。
大
部
分
は
サ
ラ
リ
 

ー
マ
ン
の
無
業
の
奥
さ
ん
で
す
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
で
 

も
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
 

者
か
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
 

れ
ば
、
第
2
号
被
保
険
者
に
な
 

り
ま
す
。
 

奥
さ
ん
が
自
営
業
で
あ
る
程
 

度
の
収
入
が
あ
り
ご
主
人
に
扶
 

養
さ
れ
て
い
な
い
奥
さ
ん
は
第
 

1
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
 

》
第
3
号
被
保
険
者
は
 

必
ず
届
出
が
必
要
 

第
3
号
被
保
険
者
は
、
自
分
 

で
保
険
料
を
払
わ
な
く
て
す
み
 

ま
す
が
、
将
来
年
金
を
も
ら
う
 

た
め
に
は
、
第
3
号
被
保
険
者
 

に
な
っ
た
と
き
な
ど
役
場
年
金
 

係
ま
で
届
出
を
し
て
お
か
な
け
 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

国
民
年
金
に
未
加
入
 

の
奥
さ
ん
 

4
月
に
 

必
ず
届
出
を
 

国
民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
 

て
い
な
い
奥
さ
ん
は
、
4
月
か
 

ら
強
制
加
入
と
な
り
ま
す
。
第
 

3
号
被
保
険
者
の
該
当
届
を
役
 

場
国
民
年
金
係
ま
で
提
出
願
い
 

ま
す
。
 

ミ
・
 

◆
届
出
期
限
は
 

5
月
1
日
で
す
 

届
出
用
紙
は
役
場
国
民
年
金
 

担
当
窓
口
に
準
備
し
て
い
ま
す
 

こ
の
手
続
き
を
忘
れ
ま
す
と
 

納
め
な
い
で
よ
い
の
に
保
険
料
 

を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
 

つ
た
り
、
将
来
年
金
を
受
け
ら
 

れ
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
の
で
 

十
分
注
意
し
て
下
さ
い
。
 

※
 
共
済
組
合
等
で
、
ご
主
 

人
の
勤
務
先
が
届
出
の
と
 

り
ま
と
め
と
提
出
の
代
行
 

を
行
つ
て
い
る
場
合
は
ご
 

主
人
の
勤
務
先
に
提
出
し
 

て
下
さ
い
。
 

新
年
金
制
度
 

の

給

付

 

国
民
年
金
は
、
自
営
業
者
等
 

だ
け
で
な
く
、
厚
生
年
金
保
険
 

の
被
保
険
者
、
共
済
組
合
の
組
 

合
員
と
そ
の
配
偶
者
に
も
共
通
 

す
る
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
 

度
に
な
り
ま
す
。
 

◆
基
礎
年
金
は
次
の
3
種
類
 

で
す
。
 

一
、
老
齢
基
礎
年
金
 

二
、
障
害
基
礎
年
金
 

三
、
遺
族
基
礎
年
金
 

複
数
の
基
礎
年
金
の
受
給
権
 

の
あ
る
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
 

人
の
選
択
す
る
ー
つ
の
基
礎
年
 

金
が
受
給
さ
れ
ま
す
。
 

老
齢
基
礎
年
金
 

一
、
老
齢
基
礎
年
金
は
、
施
行
 

日
（
昭
和
 61 

年
4
月
ー
日
）
 

に
お
い
て
 60 

歳
未
満
の
人
に
 

適
用
さ
れ
ま
す
。
 

二
、
老
齢
基
礎
年
金
は
、
 
65 

歳
 

か
ら
6
2
2
、
8
0
0
円
（
 

月
額
5
1
、
9
0
0
円
）
が
 

支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
二
 

保
険
料
の
納
付
の
不
足
期
間
 

が
あ
る
場
合
に
は
減
額
さ
れ
 

ま
す
。
 障

害
基
礎
年
金
 

一
．
障
害
基
礎
年
金
は
、
国
民
 

年
金
の
被
保
険
者
が
1
級
ま
 

た
は
2
級
の
障
害
に
該
当
す
 

る
障
害
者
に
な
つ
た
と
き
支
 

給
さ
れ
ま
す
。
 

二
、
障
害
基
礎
年
金
を
う
け
る
 

た
め
に
は
、
初
診
日
前
に
保
 

険
料
納
付
済
期
間
（
保
険
料
 

免
除
期
間
を
含
む
）
が
、
加
 

入
期
間
の
3
分
の
2
以
上
あ
 

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

三、 

20 

歳
前
の
傷
病
に
よ
る
障
 

害
者
に
つ
い
て
も
、
障
害
基
 

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

四
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
は
定
 

額
で
、
1
級
7
7
8
、
5
0
 

0
円
（
月
額
6
4
、 

円
）
2
級
6
2
2
、
8
0
0
 

円
（
月
額
5
1
、
9
0
0
円
 

）
で
す
。
 

五
、
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
 

者
が
そ
の
受
給
権
を
え
た
と
 

き
、
そ
の
人
に
よ
つ
て
生
計
 

を
維
持
し
て
い
た
 18 

歳
未
満
 

の
子
ま
た
は
 20 

歳
未
満
の
障
 

害
の
あ
る
子
が
い
る
と
き
は
 

加
算
が
あ
り
ま
す
。
 

8
"I5 

9
0
0
円
 

遺
族
基
礎
年
金
 

一
、
遺
族
基
礎
年
金
は
、
国
民
 

年
金
の
被
保
険
者
ま
た
は
老
 

齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期
 

間
を
満
し
た
人
が
死
亡
し
た
 

と
き
に
、
そ
の
人
に
よ
つ
て
 

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
子
 

の
あ
る
妻
ま
た
は
子
に
支
給
 

さ
れ
ま
す
。
 

ニ
、
被
保
険
者
の
死
亡
の
場
合
 

は
、
そ
の
人
の
保
険
料
納
付
 

済
期
間
（
保
険
料
免
除
期
間
 

を
含
む
）
が
、
加
入
期
間
の
 

3
分
の
2
以
上
あ
る
こ
と
が
 

必
要
で
す
。
 

三
、
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
定
 

額
で
、
6
2
2
、
8
0
0
円
 

（
月
額
5
1
、
9
0
0
円） 

お
よ
び
子
の
加
算
で
 
す。 

保
険
料
を
前
納
す
る
 

と
割
引
さ
れ
ま
す
ノ
・
 

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
定
 

額
保
険
料
と
付
加
保
険
料
と
が
 

あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
4
 

月
分
か
ら
翌
年
3
月
分
ま
で
の
 

一
年
分
を
ま
と
め
て
前
納
す
る
 

こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

J保
険
料
を
一
年
分
前
納
す
る
 

と
次
の
よ
う
に
割
り
引
き
さ
れ
 

た
金
額
と
な
る
の
で
大
変
有
利
 

で
す
。
 

・
定
額
保
険
料
を
毎
月
納
め
た
 

場
A
ロ 

・
4
月
に
一
年
分
前
納
し
た
場
 
ま
た
は
、
年
何
回
か
に
分
け
て
 

合
 

納
め
る
手
間
が
省
け
、
つ
い
、
 

4
、 

・
割
り
引
き
額
 6

8
0
円
 

1
2
0
円
 

国
民
年
金
保
険
料
を
月
A

、 

う
っ
か
り
の
納
め
忘
れ
が
防
げ
 

ま
す
の
で
留
守
が
ち
の
人
な
ど
 

便
利
で
す
，
 

・
‘
'
‘
、
 

‘

、

！

、

、

‘

・

．

!

，

‘

、

．

・

、

‘

、

一

‘

・

・

、

‘

・

、

、

‘

、

一

 

‘
、
‘
、
‘
！
、
・
ー
・
‘
、
‘
、
‘
、
‘
、
‘
、
、
‘
、
、
‘
 

児
童
手
当
制
度
が
、
 

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
 

0
現
行
制
度
 

義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
を
 

含
む
、
 
18 

才
未
満
の
児
童
を
、
 

3
人
以
上
養
育
す
る
、
前
年
の
 

収
入
が
、
 

一
定
の
額
未
満
の
人
 

e
新
制
度
 

・
義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
を
 

含
む
、
 
18 

才
未
満
の
児
童
を
、
 

2
人
以
上
養
育
す
る
、
前
年
の
 

収
入
が
、
 

一
定
の
額
未
満
の
人
 

田
支
給
額
 

新
制
度
の
就
学
前
の
子
供
に
 

つ
い
て
は
月
額
2
千
5
百
円
、
 

現
行
制
度
の
3
人
目
以
降
の
義
 

務
教
育
終
了
前
の
子
供
に
つ
い
 

て
は
5
千
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
 

但
し
新
制
度
は
次
の
と
お
り
 

3
年
間
で
完
成
し
ま
す
。
 

8
5
、
2
0
0

円
 

（
昭
和
 
61 

年
度
）
 

・
4
月
に
一
年
分
前
納
し
た
場
 

現
行
制
度
受
給
資
格
者
、
及
 

合
 

び
、
新
制
度
の
第
2
子
が
、
昭
 

8
3
、
1
4
O
円
 

和
引
年
6
月
ー
日
現
在
で
、
満
 

・
割
り
引
き
額
 

2
才
末
満
の
児
童
を
、
養
育
し
 

2
、
0
6
0

円
 

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

・
付
加
保
険
料
を
毎
月
納
め
た
 

場
合
 

」 

（
昭
和
 62 

年
度
）
 

4
、
8
0
0

円
 
・
 

昭
和
 62 

年
4
月
ー
日
で
、
現
 

そ

の

一

杯

 

断

わ

る

勇

気

が

 

事

故

を

断

つ

 

国
土
調
査
に
こ
協
力
を
 
四
 

廿
振
興
課
国
土
調
査
係
廿
 

前
号
に
つ
づ
き
、
本
号
に
お
 

い
て
も
，
地
目
I

に
つ
い
て
説
 

明
致
し
ま
す
。
 

四、 

「
池
沼
」
と
は
濯
慨
用
 

水
で
な
い
水
の
貯
溜
池
で
、
河
 

川
、
湖
及
び
池
沼
な
ど
の
い
わ
 

ゆ
る
内
水
面
の
う
ち
、
公
有
水
 

面
を
除
い
た
も
の
が
国
土
調
査
 

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
 

合
、
地
目
は
、
そ
の
土
地
の
利
 

用
目
的
に
よ
つ
て
池
沼
、
た
め
 

池
な
ど
に
区
分
し
て
分
け
ま
す
 

本
来
池
沼
は
、
天
然
の
水
を
 

貯
溜
す
る
た
め
に
自
然
に
生
ま
 

れ
た
内
水
面
の
池
な
ど
の
総
称
 

で
あ
り
、
他
方
、
た
め
池
は
、
 

天
然
の
湖
沼
、
河
川
、
渓
谷
等
 

を
利
用
し
て
堰
堤
な
ど
を
築
造
 

し
、
人
工
的
に
用
水
を
貯
溜
す
 

る
内
水
面
の
池
な
ど
の
総
称
で
 

あ
り
ま
す
が
、
国
土
調
査
の
取
 

扱
い
は
、
天
然
の
も
の
で
あ
る
 

か
人
工
に
よ
る
も
の
ぐ
晒
喝
ゆ
 

を
間
わ
ず
、
専
ら
、
用
水
を
貯
 

溜
す
る
目
的
に
着
目
し
、
そ
の
 

目
的
が
耕
地
濯
慨
用
の
貯
溜
池
 

か
か
か
加
か
加
加
心
か
か
「
か
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

o
 

O
 

。
 

。
 

沼
」
か
「
た
め
池
」
か
に
区
別
 

を
し
て
地
目
を
定
め
ま
す
。
こ
 

の
よ
う
に
用
水
の
貯
溜
目
的
に
 

着
目
し
て
、
発
電
用
の
ダ
ム
貯
 

溜
池
は
、
 

「
池
沼
」
と
し
て
取
 

り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

五、 

「
た
め
池
」
と
は
、
耕
地
 

濯
既
用
の
用
水
貯
溜
池
で
、
通
 

常
、
用
水
を
耕
地
に
供
給
す
る
 

ー
排
水
ロ
や
、
堰
堤
な
ど
の
設
備
 

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
 

れ
ら
の
設
備
は
た
め
池
の
一
部
 

を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
 

本
地
で
あ
る
「
た
め
池
」
に
含
 

め
て
取
り
扱
い
ま
す
。
 

六、 

「
用
悪
水
路
」
に
つ
い
て
 

人
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
水
 

は
、
河
川
の
流
水
や
、
貯
溜
水
 

及
び
雨
水
な
ど
に
よ
つ
て
い
ま
 

す
が
、
そ
の
水
を
供
給
す
る
た
 

め
に
内
陸
地
に
い
ろ
い
ろ
な
用
 

水
路
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
使
用
後
の
水
を
管
理
 

し
て
排
港
す
る
悪
水
の
排
水
路
 

や
そ
の
両
方
を
兼
ね
た
水
路
な
 

ど
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
 

O
 

。
 

。
 

。
 

。
 

の
水
路
の
う
ち
、
濯
慨
用
又
は
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

。
 

。
 

。
 

悪
水
排
池
用
の
水
路
は
「
用
悪
 

水
路
」
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
 

用
水
は
、
飲
料
水
な
ど
の
生
 

活
用
水
を
は
じ
め
、
農
業
用
及
 

び
工
業
用
の
用
水
に
大
別
さ
れ
 

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
用
水
を
主
 

と
し
て
供
給
す
る
水
路
の
う
ち
 

用
悪
水
路
と
す
る
の
は
、
漉
概
 

用
の
農
業
用
水
路
に
限
ら
れ
ま
 

す。 
こ
こ
に
「
濯
概
」
と
は
、
作
 

物
を
作
る
た
め
に
必
要
な
水
を
 

引
い
て
土
地
を
潤
す
こ
と
を
い
 

い
、
水
田
に
必
要
な
水
を
供
給
 

し
、
ま
た
、
過
剰
な
水
を
排
池
 

す
る
漕
慨
用
の
水
路
は
、
用
悪
 

水
路
の
代
表
例
で
あ
る
と
い
え
 

ま
す
。
通
常
、
漉
既
用
の
農
業
 

用
水
路
に
は
、
た
い
積
し
た
土
 

砂
な
ど
の
・
不
用
物
を
除
去
す
る
 

た
め
、
水
路
の
片
側
に
土
揚
げ
 

。

 

場
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
土
 

揚
場
は
、
水
路
の
管
理
上
不
可
 

。
 

O
 

o
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

o
 

欠
な
も
の
で
あ
り
、
本
地
で
あ
 

O
 

,
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

ロ
 

る
水
路
と
一
体
的
に
使
用
さ
れ
 

る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
 

。
 

。
 

。
 

。
 

O
 

O
 

O
 

O
 

し
 

O
 

o
 

o
 

の
敷
地
は
，
水
路
部
分
も
含
め
 

O
 

O
 

O
 

O
 

。
 

O
 

o
 

O
 

o
 

O
 

o
 

て
「
用
悪
水
路
」
と
し
ま
す
J
 

悪
水
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
 

限
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
家
庭
 

の
雑
排
水
や
工
場
等
か
ら
排
港
 

さ
れ
る
廃
液
等
を
含
ん
だ
悪
水
 

な
ど
の
排
港
用
永
路
は
、
す
べ
 

て
「
用
悪
水
路
」
と
し
ま
す
。
 

そ
の
他
の
地
目
に
つ
い
て
は
 

紙
面
の
都
合
上
次
号
で
説
明
致
 

し
ま
す
。
 

※
四
月
よ
り
下
神
崎
宅
地
区
域
 

（
昭
和
 60 

・ 61 

年
度
調
査
地
区
）
 

の
測
量
工
程
に
着
手
し
ま
す
。
 

必
ず
担
当
係
が
測
量
業
者
を
と
 

も
な
い
、
日
中
、
皆
様
の
敷
地
 

内
に
入
り
測
量
し
ま
す
の
で
、
 

宜
し
く
ご
協
力
と
ご
理
解
を
お
 

願
い
致
し
ま
す
。
 

《
子
ど
も
に
愛
の
声
か
け
を
》
 

「
人
の
子
も
わ
が
子
」
と
い
う
気
持
で
 

子
ど
も
に
愛
の
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
ノ
 

青
少
年
の
非
行
が
深
刻
な
社
 

会
問
題
と
な
り
．
校
内
暴
力
や
 

い
じ
め
等
各
種
の
事
件
が
後
を
 

絶
た
な
い
の
が
最
近
の
実
情
で
 

あ
り
ま
す
。
こ
の
防
止
策
と
し
 

て
全
国
的
規
模
で
あ
ら
ゆ
る
趣
 

向
を
疑
ら
し
た
、
非
行
防
止
運
 

動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

本
町
に
お
い
て
も
町
民
会
議
が
 

結
成
さ
れ
各
部
会
の
会
議
も
開
 

催
さ
れ
具
体
的
な
活
動
計
画
を
 

検
討
し
て
お
り
ま
す
が
、
計
画
 

下
田
川
塵
芥
清
掃
セ
ン
タ
ー
 

改
 
造
 
工
 
事

始

 ま
 
る
 

下
田
川
衛
生
組
合
（
糸
田
町
、
 

金
田
町
、
方
城
町
、
赤
池
町
）
 

は
、
田
川
郡
赤
池
町
瀬
ケ
谷
に
 

あ
る
下
田
川
塵
芥
清
掃
セ
ン
タ
 

ー
（
ご
み
処
理
施
設
、
処
理
能
 

力
 40 

t
／
日
）
の
改
造
工
事
を
 

始
め
た
。
 

こ
の
改
造
工
事
は
、
旧
施
設
 

（
昭
和
 
49 

年
9
月
完
成
）
の
老
 

栃
化
、
処
理
能
力
の
低
下
に
よ
 

り
、
建
屋
を
残
し
て
機
械
設
備
 

等
を
全
て
更
新
す
る
も
の
で
、
 

昭
和
 60 

年
・
 
61 

年
度
の
2

ケ
年
 

継
続
事
業
と
し
て
、
国
庫
補
助
 

金
、
起
債
（
年
金
積
立
金
還
元
 

融
資
）
、
町
負
担
金
を
財
源
に
 

総
事
業
費
四
億
二
千
六
百
五
十
 

万
円
で
、
昭
和
 62 

年
3
月
完
成
 

さ
せ
る
。
 

新
し
い
施
設
は
最
新
の
技
術
 

と
設
備
を
導
入
し
、
自
動
制
御
 

等
に
よ
り
極
力
省
力
化
し
て
経
 

費
節
減
を
図
る
こ
と
に
し
て
い
 

る。 ま
た
、
排
ガ
ス
対
策
と
し
て
 

塩
化
水
素
除
去
装
置
を
設
置
す
 

る
な
ど
公
害
対
策
に
細
心
の
注
 

意
を
払
っ
て
い
る
。
 

解
放
教
育
の
先
駆
者
 

「
亀
井
久
四
郎
」
翁
 

幕
末
の
文
政
天
保
の
頃
方
城
 

町
古
門
の
竹
林
堂
で
寺
小
屋
を
 

開
き
無
学
の
部
落
民
に
学
問
の
 

灯
を
付
け
有
為
の
人
材
を
多
数
 

育
成
し
た
。
と
伝
え
ら
れ
て
お
 

り
ま
す
。
ま
た
翁
は
此
の
地
で
 

文
字
の
読
み
書
き
、
書
道
、
そ
ろ
 

ば
ん
等
を
教
え
る
か
た
わ
ら
武
 

道
の
相
撲
を
も
奨
励
し
た
の
 

で
、
近
隣
の
部
落
か
ら
多
く
の
 

若
者
が
集
い
学
ん
だ
と
言
う
。
 

以
来
翁
の
墓
が
金
田
町
上
金
 

田
部
落
の
一
角
に
小
さ
な
墓
石
 

が
淋
し
く
風
雨
に
曝
さ
れ
て
居
 

る
現
状
で
あ
り
ま
す
。
祖
師
久
 

四
郎
の
偉
大
な
功
績
を
物
語
る
 

も
の
が
な
く
記
念
碑
の
建
立
す
 

る
運
動
が
起
っ
て
お
り
ま
す
。
 

連
絡
先
は
 

J
金
田
町
上
金
田
 

山
本
喜
三
郎
 
前
島
勝
次
 

行
制
度
受
給
者
の
、
第
3
子
が
 

満
9
才
未
満
、
及
び
新
制
度
の
 

第
2
子
が
満
4
才
未
満
の
児
童
 

を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
 

れ
ま
す
。
 

（
昭
和
 
63 

年
度
）
 

新
制
度
の
資
格
の
あ
る
方
に
 

つ
い
て
の
み
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

以
上
の
と
う
り
改
正
さ
れ
ま
 

す
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
、
 

手
続
き
を
さ
れ
る
様
お
知
ら
せ
 

し
ま
す
。
尚
、
く
わ
し
く
は
、
 

役
場
福
祉
係
ま
で
お
問
い
合
せ
 

下
さ
い
。
 

受
付
場
所
 
役
場
福
祉
係
 

期
 

日
 

現
行
制
度
 

受
給
資
格
に
該
当
し
た
 

日
か
ら
 

新
制
度
 

昭
和
 61 

年
5

月
1

日
か
ら
 

・
実
践
の
難
し
さ
が
今
問
わ
れ
 

て
お
り
ま
す
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
家
庭
、
学
 

校
、
地
域
が
連
携
を
密
に
し
町
 

全
体
が
一
体
と
な
る
こ
と
が
絶
 

対
の
条
件
で
あ
る
と
思
い
ま
す
 

性
急
な
成
果
を
求
め
て
得
ら
 

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
道
な
 

活
動
を
積
上
げ
一
人
一
人
の
協
 

力
に
よ
り
、
目
的
が
達
成
出
る
 

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

身
近
な
と
こ
ろ
に
接
点
を
求
 

め
る
意
味
か
ら
地
域
で
の
「
ア
 

イ
サ
ッ
」
や
「
対
話
」
 
の
必
要
 

性
が
挙
げ
ら
れ
こ
の
様
な
発
想
 

か
ら
本
町
に
お
い
て
も
「
ア
イ
 

サ
ッ
運
動
」
を
実
施
致
し
度
く
 

現
在
具
体
案
を
作
成
中
で
あ
り
 

ま
す
。
ま
と
ま
り
次
第
実
践
致
 

し
度
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
 

の
折
は
町
民
み
な
さ
ま
の
御
協
 

力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
 

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
 

《
お
知
ら
せ
》
 

金
田
町
々
民
体
育
祭
 

の
 
期
 
日
 
迫
 
る
 

昭
和
 61 

年
第
 13 

回
金
田
町
々
 

民
体
育
祭
を
5
月
 18 

日
金
田
小
 

学
校
グ
ラ
ン
ド
で
開
催
す
る
計
 

画
で
進
め
て
お
り
ま
す
。
 

具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
 

が
出
来
し
だ
い
各
地
区
の
公
民
 

館
長
さ
ん
か
体
育
部
長
さ
ん
に
 

連
絡
を
致
し
ま
す
の
で
、
そ
の
 

時
は
町
民
み
な
さ
ん
の
御
参
加
 

と
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
 

社
会
教
育
課
 

報
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町
 

田
 

金
 

ロ
四
 
月
 
詠
 
草
ロ
 

公

民

館

短

歌

教

室

 

友
清
 

隆
雄
 

吾
が
手
を
握
ろ
 

忙
し
き
合
ひ
間
を
縫
ひ
て
画
 

き
た
る
妻
の
俳
画
の
一
枚
ぞ
 

こ
れ
 

千
手
佐
起
子
 

は

は

 

動
け
ざ
る
姑
と
な
り
た
る
そ
の
 

身
体
動
か
す
己
の
弱
さ
を
知
り
 

阿
部
 
重
宏
 

ぬ
 

お
の
づ
か
ら
話
題
乏
し
く
な
 

小
野
と
め
子
 

り
し
ゆ
原
遠
き
タ
空
に
目
を
 
ナ
ー
ス
ら
は
体
重
測
定
に
軽
が
 

移
し
た
り
 

る
と
夫
の
身
体
を
だ
き
か
か
え
 

室
 

ト
ョ
 

を
り
 

福
円
寺
彼
岸
会
の
庭
に
梅
の
 

菊
池
 

一
枝
 

花
匂
ひ
ゆ
か
し
く
咲
き
揃
ひ
 
さ
し
の
ぼ
る
朝
日
は
銀
色
に
輝
 

か

し

わ

で

 

る
る
 

き
て
一
日
の
始
ま
り
柏
手
を
打
 

中
村
 
繁
生
 

つ
 

大
晦
日
余
す
と
こ
ろ
も
四
時
 

山
口
 

倭
子
 

間
か
止
め
ろ
と
も
言
ひ
得
ず
 
樫
の
木
の
葉
影
に
蜜
柑
差
し
置
 

厨
の
妻
に
 

け
ば
目
白
の
つ
が
い
交
互
に
つ
 

” 

並
川
 
君
子
 

い
ば
む
 

ぬ
け
だ
せ
ぬ
思
ひ
に
永
く
居
 

井
手
元
智
恵
子
 

る
夜
を
雨
だ
れ
の
音
し
ば
し
 

聴
き
る
る
 

福
原
 
照
子
 

も
の
い
え
ず
な
り
た
る
姉
は
 

ベ
ッ
ド
よ
り
細
き
手
を
出
し
 

バ
 
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に
ネ
オ
ン
の
灯
 

り
写
し
つ
つ
吹
雪
く
街
な
か
を
 

通
り
す
ぎ
た
り
 藤

林
 
俊
信
 

思
わ
ず
も
孫
の
お
も
ち
ゃ
に
念
 

金
田
町
老
人
ク
ラ
ブ
 

俳
句
・
短
歌
同
好
会
 

《
俳
 
句
》
 

原
田
豊
茂
 

盛
哀
を
秘
め
し
硬
山
草
も
み
 

じ
 

鳥
越
美
枝
 

ま
、
な
ら
ぬ
人
世
は
哀
し
 

梅
二
月
 

無
名
 

一
春
浅
し
あ
け
締
め
は
げ
し
 

投
薬
所
 

青
木
初
美
 

鉢
植
の
紅
梅
匂
い
 

こ
ぼ
し
居
り
 

無
名
 

雪
解
す
、
梢
を
揺
り
て
 

鳥
飛
（
た
）
 
て
り
 

宗
一
 

が
入
り
そ
の
他
の
土
産
は
御
 

座
な
り
に
買
ふ
 

111
村
 
和
子
 

白
も
く
れ
ん
咲
く
ふ
る
さ
と
 

に
父
逝
き
て
は
や
十
七
回
の
 

年
忌
迎
へ
る
 高

木
美
代
子
 

甘
え
る
も
の
甘
え
て
く
る
る
 

も
の
も
な
く
み
か
ん
の
皮
を
 

一
人
む
き
を
り
 

林
 

淳
一
 

心
持
ち
首
を
か
し
げ
て
ポ
ー
 

ズ
と
る
振
そ
で
姿
の
我
が
娘
 

鮮
ら
し
 

福
田
 

昌
 

髪
も
身
も
豊
か
に
伸
び
て
成
 

ま

よ

 

人
と
な
り
た
る
教
へ
子
と
肱
 

し
く
語
る
 

岡
野
富
司
生
 

顔
一
ば
い
に
口
を
ひ
ら
き
て
 

お

さ

な

 

ナ
レ
ー
タ
ー
す
る
幼
に
手
の
 

鳴
る
送
別
学
芸
会
 

田
代
 

稔
 

新
聞
を
読
み
つ
つ
伏
し
て
居
 

眠
れ
る
母
は
か
そ
け
き
ね
い
 

き
た
て
を
り
 

r
』
」
、
＃
4
"H
〈
』
→
＃
l
l
'
h
l
'
"
”
」
才
、
一
 

晴
れ
る
、
や
英
彦
の
川
辺
 

土
筆
つ
み
 

岩
野
勝
義
 

と
な
り
合
ふ
垣
根
に
の
ぞ
く
 

ふ
き
の
と
・
つ
 

加
子
 

一 

こ
の
味
は
母
が
の
こ
せ
し
 

わ
ら
ぴ
か
な
 

《
短
 
歌
》
 

一
 
一
 
一
 

鳥
越
美
枝
 

一 

錠
剤
を
卓
に
な
ら
べ
て
 

一 

飲
む
我
の
習
い
と
一
 

な
る
を
さ
み
し
く
思
う
 

一 

昭
和
 61 

年
度
 

福
岡
県
巡
回
交
通
事
故
相
談
日
程
表
 

田
川
市
 

4
月
 21 

（月） 

5
月
 19 

6
月
 16 

（月） 

7
月
 21 

8
月
 18 

（
月
）
※
9
月
 16 

10 

月
 20 

（月） 

11 
月
 17 

12 

月
 15 

（月） 

ー
月
 19 

2
月
 16 

（月） 

3
月
 16 

（月） 
（月） 

（火） 
（月） 

（月） 
（月） 

7
号
（
〒
8
1
2
) 

福
岡
県
庁
内
9
階
北
側
）
 

相
談
電
話
呪
ー
眼
1
1
1
1
1
 

（
内
線
）
2
5
5
5
 

晩
ー
m
1
0
4
0
3
（
直
通
）
 

②
柳
川
支
所
 

山
門
郡
」
属
町
大
宇
今
古
賀
 

田
川
市
中
央
町
一
ー
一
 

東
ノ
ョ
リ
8

の
1
 
（
〒
観
）
 

田
川
市
市
民
相
談
係
 

福
岡
県
柳
川
総
合
庁
舎
1
階
 

皿
＠
二
〇
〇
〇
内
三
九
四
 

相
談
電
話
og
四
署
ー
四
ー
晃
召
 

注
 
※
印
に
つ
い
て
は
、
相
談
 
2
、
相
談
日
時
 

曜
日
の
変
更
が
あ
っ
て
い
ま
 
毎
週
月
ー
金
九
時
ー
五
時
 

す。 

（
受
付
四
時
ま
で
）
 

相
談
時
間
午
前
 10 

時
ー
午
後
 

土
 
九
時
ー
十
二
時
 

4
時
（
受
付
午
後
3
時
ま
で
）
 

（
受
付
十
一
時
ま
で
）
 

1
、
常
設
相
談
場
所
 

（
祝
・
祭
日
は
除
き
ま
す
）
 

（
弁
護
士
相
談
（
木
）
一
時
ー
四
 

m
福
岡
県
交
通
事
故
相
談
所
 

時） 

福
岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
 

J、、（、ミ、ミミミ 
ミミミミミ、よ、、、・、、、・ーミミミ、ミミミミミ、‘、、、・・、、、・、、 

あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

社
会
福
祉
協
議
会
へ
 

田
中
 

澄
子
 

柳
沢
フ
サ
エ
 

桑
野
 
昌
博
 

辰
島
 
久
江
 

告
田
ヒ
サ
コ
 

塚
本
 
龍
己
 

長
野
マ
ス
エ
 

勝
野
フ
ジ
子
 

藤
林
 
俊
信
 

香
月
 
昌
助
 

吉
田
 
龍一一 

殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿 

以
上
の
方
々
よ
り
香
典
返
し
と
 

し
て
、
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
 

た
。
社
会
福
祉
の
た
め
有
意
義
 

に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

金
田
町
教
育
後
援
会
へ
 

鈴
木
 
春
美
 
殿
 

右
の
方
よ
り
香
典
返
し
と
し
 

て
御
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
 

御
礼
申
し
上
げ
有
意
義
に
使
用
 

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

金
田
町
教
育
後
援
会
 

会
長
 
森
 
豪
雄
 

お
れ
い
の
こ
と
ば
 

田
中
登
子
様
 

辰
島
久
江
様
 

金
田
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
へ
 

厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
．
 

香
典
返
し
と
し
て
御
寄
贈
下
さ
 

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
 

い
ま
し
た
．
会
員
を
代
表
し
て
 

会
長
 
辰
島
宗
一
 

第
8
回
青
少
年
リ
ー
ダ
ー
 

洋
上
セ
ミ
ナ
ー
団
員
募
集
要
領
 

1
、
資
 
格
 

m
県
内
居
住
者
で
昭
和
 61 

年
 

ー
月
ー
日
現
在
満
 20 

歳
以
 

上
 40 

歳
未
満
の
男
女
。
 

青
少
年
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
 

社
会
参
加
を
進
め
て
い
く
こ
 

と
を
目
的
と
す
る
。
 

②
将
来
、
青
少
年
リ
ー
ダ
ー
 
⑥
参
加
者
負
担
金
 

と
し
て
地
域
に
お
い
て
活
 

東
京
で
解
団
式
を
行
い
ま
 

発
な
活
動
が
期
待
で
き
る
 

す
の
で
、
東
京
で
解
散
す
る
 

人。 

こ
と
も
で
き
ま
す
。
 

⑧
協
調
性
に
富
み
、
主
催
者
 

（
東
京
で
解
散
す
る
場
合
）
 

の
計
画
に
従
っ
て
規
律
あ
 

l
O
、
O
O
O
円
 

る
行
動
お
よ
び
団
体
生
活
 

（
福
岡
で
解
散
す
る
場
合
）
 

が
で
き
る
と
と
も
に
、
か
 

な
り
の
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
 
ュ 

ー
ル
に
も
耐
え
る
心
身
と
 

も
に
強
健
な
人
。
 

2
、
募
集
期
間
 

昭
和
 61 

年
4
月
ー
日
（
火
）
 

1
4
月
 25 

日
（
金
）
 

3
、
お
問
い
合
せ
は
 

金
田
町
教
育
委
員
会
社
会
 

教
育
課
 
⑩
2
2
O
o
 

＠
目
 
的
 

無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
 

青
少
年
が
、
自
分
た
ち
の
郷
 

土
、
自
分
た
ち
の
社
会
は
、
 

自
分
た
ち
み
ん
な
で
つ
く
つ
 

て
い
く
と
い
う
認
識
に
立
っ
 

て
「
豊
か
な
心
で
な
か
ま
づ
 

く
り
」
を
テ
ー
マ
に
、
 
21 

世
 

紀
を
担
う
青
少
年
の
、
地
域
 

2
5
、
O
O
O
円
 

※
負
担
金
の
な
か
に
は
、
デ
 

ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
入
場
 

券
（
ビ
ッ
グ
テ
ン
）
、
 

バ
 

ス
代
、
研
修
費
等
が
含
ま
 

れ
ま
す
。
 

＠
期
 

日
 

昭
和
 61 

年
5
月
 29 

日
（
木
）
 

1
5
月
 31 

日
 
（土） 

(2
泊
3

日） 

⑥
訪
問
地
 

千
葉
県
（
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
 

ー
ラ
ン
ド
）
 

＠
主
 

催
 

福
岡
県
青
少
年
団
体
連
絡
 

協
議
会
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 

×
 


